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1 決算の概要

　平成21年度は、定額給付金や緊急経済対策などにより、普通会計の歳入決算額は、
前年度比10.1％増の59,738百万円、歳出決算額は、前年度比9.4％増の58,638百万円と
なり、歳入歳出ともに過去最大となった

  単年度収支は、3年連続の黒字となった

  社会保障制度に基づく福祉サービスの提供に直接必要な経費である扶助費は、前年度
と比較して706百万円の増加となった（20年度：11,329百万円、21年度：12,035百万円）

　障害者・高齢者や児童などの社会福祉や、生活保護などにかかる経費である民生費は、
9年連続で増加し、前年度と比較して4.2％増の20,114百万円となり、歳出に占める割合は
依然として3分の1以上となっている

　財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、扶助費が増加したことなどにより、前年度と
比較して0.2ポイント悪化（20年度：92.8％、21年度：93.0％）し、財政構造の硬直化が進んで
いる

＜普通会計＞
　地方公共団体は一般会計の他に特別会計を設置していますが、それぞれの会計名称
や範囲などは各地方公共団体によって異なっています。
　当該資料では、他都市との比較を行うために、一般会計と特別会計のうち、公営企業・
収益事業会計などに属するものを除いた「普通会計」という統一的な会計区分を用いて
います。

■ 歳入・歳出決算額の推移 ■

  平成21年度の普通会計歳入決算額は前年度比10.1％増の59,738百万円、歳出決算額は
前年度比9.4％増の58,638百万円となり、歳入歳出ともに過去最大となりました。
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■ 平成21年度　普通会計決算収支 ■
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※四捨五入の影響により、差引後の数値が一致しない場合があります。

■ 実質収支・単年度収支・経常収支比率の推移 ■

93.0％になりました。
　単年度収支については、3年連続の黒字となりました。

＜実質収支＞
　歳入と歳出の差引額（形式収支）から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した額です。

＜単年度収支＞
　当該年度の決算による実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額です。
　当該年度だけの収支が把握できます。

＜経常収支比率＞
　毎年度経常的に入ってくる歳入に対して、毎年度経常的に支払う歳出がどれぐらいの割合
かを示すもので、財政構造の弾力性を判断する指標として用いられます。
　都市にあっては75％が妥当と考えられています。

実質収支

歳出総額 58,638

形式収支

翌年度に繰り越すべき財源

歳入総額 59,738

　財政の弾力性を示す指標である経常収支比率は、前年度と比較して0.2ポイント悪化し、
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■ 歳入決算額の推移 ■

　平成21年度歳入決算額は59,738百万円で、前年度と比べると10.1％の増加となりました。
市税は前年度比1.7％減の27,426百万円となりましたが、国・府支出金は、定額給付金や各種
経済対策交付金等により、前年度から50.5％増加し、14,675百万円となりました。
　また、市債は臨時財政対策債の増加などにより前年度から27.9％増の3,512百万円となりま
した。

24,940 26,152
23,777 23,009 21,656 23,508 24,316

27,280 27,909

3,949
4,899 5,169

5,270
5,901 4,609

3,854 3,540 3,837

7,669 8,157
7,494 9,146

8,970
8,543 8,430

9,719 9,754
14,675

3,267 3,381 2,665 2,579

3,51211,527 12,197 11,801
12,093

12,011
10,601 12,019

10,776 10,320

10,288

27,426

5,736

5,951
6,232

5,899

3,124 2,746

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

（百万円） 市税 地方交付税 国・府 市債 その他

53,139

59,738

54,269

- 3 -



■ 自主財源と依存財源の推移 ■

　歳入は財源の自主性を基準に、自主財源と依存財源に区別することができます。自主財源
とは市税、使用料、手数料など地方公共団体が自主的に収入することができる財源をいい、
自主財源の多寡は行政運営の自主性・安定性を確保しうるかどうかの判断基準となります。
　平成21年度は、定額給付金や各種経済対策交付金等により、依存財源が前年度比5,830
百万円増の25,051百万円となった結果、歳入に占める自主財源の割合が前年度比6.5ポイント
減の58.1％となりました。

【平成20年度　歳入額に占める自主財源の割合】（府内14市平均および類団平均との比較）

　歳入額に占める自主財源の割合を類似団体（類団）などと比較した場合、宇治市は府内
14市平均の50.6％より高い水準にはあるものの、類団平均の65.6％と比べると低い水準と
なっています。

＜類似団体（類団）との比較について＞
　本市の決算状況と比較・分析するため、類似団体（以下類団）の各決算状況の平均値を記
載しています。類団とは、毎年度地方公共団体からの報告に基づいて総務省が作成する都
道府県財政指数表および類似団体別市町村財政指数表における、人口や産業構造によって
分類された団体区分に基づく同一区分帯に属する団体をいいます。　
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■ 歳出決算額（性質別）の推移 ■

　性質別経費とは、経費の性質を基準として分類するもので、人件費・扶助費・公債費・投資的
経費などがあります。
　人件費・扶助費・公債費の合計である義務的経費は、年々増加する傾向にあります（義務的
経費については「6　義務的経費」参照)。
　投資的経費は、前年度から6.1％増加し、5,711百万円となりました。
　その他については、定額給付金の給付などにより前年度から22.9％増加し、22,512百万円と
なりました。

＜人件費＞
　報酬、給料、退職手当など、行政委員や職員などの勤務に関して必要な経費です。

＜扶助費＞
　社会福祉制度の一環として、各種法令や市独自の制度に基づいて行う福祉サービスの
提供に直接必要な経費です。

＜公債費＞
　市債の返済に要する経費で、市債の返済金とその利子です。

＜投資的経費＞
　支出の効果が資本形成に向けられ、施設等ストックとして将来に残るものに支出される
経費です。
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■ 歳出決算額（目的別）の推移 ■

　目的別経費とは経費を行政目的ごとに分類するもので、民生費・衛生費・土木費・教育費
などがあります。
　目的別に歳出の推移を見ると、民生費の割合が増加し、土木費が減少する傾向にあり
ます。
　民生費は、扶助費などの社会保障関係経費の増加に伴い、9年連続で増加し、前年度比
4.2％増の20,114百万円となり、歳出に占める割合は3分の1を超えています。
　教育費は、大規模改修などにより前年度比15.0％増の6,652百万円となりました。

＜民生費＞
　障害者・高齢者や児童などの社会福祉や、生活保護などにかかる経費です。

＜衛生費＞
　各種健康診査、予防接種、斎場運営、環境対策、ごみ収集・処理などにかかる経費です。

＜土木費＞
　道路や排水路、公園、市営住宅など都市の基盤整備や維持にかかる経費です。

＜教育費＞
　小・中学校、幼稚園などの管理運営にかかる経費や耐震化・大規模改修などにかかる
経費です。
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2 市税

　長引く景気の低迷などにより、市民税（個人・法人）は、前年度と比較して418百万円の減少
となり、市税全体で1.7％減の27,426百万円となった

　平成21年度の市税徴収率は、前年度と比較して0.2ポイント増の92.0％となった

■ 市税収納額と市税徴収率の推移 ■

【市民1人あたりの市税の推移】（府内14市平均および類団平均との比較）
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3 地方交付税

　地方交付税総額は前年度より8.4％増の3,837百万円となったが、歳入全体に占める割合は
前年度より0.1ポイント低下し、6.4％となった（20年度：3,540百万円、21年度：3,837百万円）

＜地方交付税＞
　地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的
な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれ
ぞれ一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付する税です。
　普通交付税と特別交付税があります。

＜普通交付税＞
　財源不足団体（基準財政需要額が基準財政収入額を上回る地方公共団体）に対し交付
されます。

＜特別交付税＞
　特別の財政事情（台風・地震などの災害に対する財政需要など）に対して交付されます。

＜基準財政需要額＞
　各地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持する
ための財政需要を一定の方法によって算出した額です。

＜基準財政収入額＞
　各地方公共団体の財源を合理的に測定するために、標準的な状況において徴収が見込
まれる税収入等を一定の方法によって算出した額です。

【平成21年度　地方交付税の内訳】
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■ 歳入と地方交付税の推移 ■

　歳入全体に占める地方交付税の割合は、4年連続の減少となっています。

■ 地方交付税及び臨時財政対策債発行額の推移 ■
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【財政力指数の推移】（府内14市平均および類団平均との比較）

【平成20年度　財政力指数の比較】（府内14市および類団平均との比較）

＜財政力指数＞
　財政力指数は、標準的な行政活動を行うために必要な一般財源に対する市税等の割合
を示す指数のことで、普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除
して得た数値の過去3ヵ年平均値です。
　この数値が大きいほど財政力が強いとされており、1未満の団体には普通交付税が交付
されます。
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4 市債

　市債現在高は前年度比2.4％減の38,454百万円となり、5年連続で減少となった
（20年度：39,391百万円、21年度：38,454百万円）

　市債発行額は前年度と比較して766百万円増加となった
（20年度：2,746百万円、21年度：3,512百万円）

＜市債＞
　市債とは、本市が資金調達のために負担する債務で、次の役割を担い、その返済が

　 一会計年度を超えて行われるものです。
①財政支出の年度間調整、②世代間の負担の公平化、③一般財源の補完

■ 市債現在高の推移 ■

　平成21年度末における市債現在高は前年度比2.4％減の38,454百万円となり5年連続
で減少となりました。

＜臨時財政対策債＞
　臨時財政対策債は、従来地方交付税により交付されていた地方財政の財源不足の補てん
について、その一部を市債に振り替えられたもので、通常の市債と異なり一般財源として扱
います。平成13年度から発行が認められており、元利償還金の100％が後年度の地方交付税
を算定する際に用いられる基準財政需要額に算入されます。

(1)

（2）
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■ 市債発行額の推移 ■

　地方交付税から振り替えられた臨時財政対策債は前年度比55.2％増の2,134百万円となり
ました。
  市債全体の発行額は前年度より27.9％増加し、3,512百万円となりました。

【平成20年度　標準財政規模に対する市債現在高の割合】
（府内14市および類団平均との比較）

す。本市の歳入全体に占める自主財源の割合は概ね60％前後で推移しています。

　標準財政規模に対する市債現在高の割合は、宇治市は府内で2番目に低い数値となり
ます。引き続き市債の適正化を図り、公債費の圧縮を図るため、市債現在高を減少させて
いく努力が必要です。

標準財政規模…地方公共団体が標準的な状態のとき、通常収入されるであろう経常的一般財源の規模
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5 基金

　基金現在高は前年度から808百万円減の11,282百万円となった
（20年度：12,090百万円、21年度：11,282百万円）

　経済状況の変動などによる財源不足に備えるための財政調整基金は、前年度から330
百万円増の3,282百万円となった（20年度：2,952百万円、21年度：3,282百万円）

　団塊の世代の大量退職などのために備えていた職員退職手当基金は前年度比51.8％
減の997百万円となった

■ 基金現在高の推移 ■

　団塊の世代の大量退職などに伴う退職手当の大幅な増加に対応するため、平成11年度から
職員退職手当基金を設置しています。職員退職手当基金の現在高は、平成19年度から団塊の
世代が大量退職時期を迎えたことにより、取崩しを行い、平成21年度末現在高は、前年度から
51.8％減の997百万円となりました。

＜基金＞
　基金とは、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるため、もしくは定額の資金
を運用するために設けられるものです。

＜財政調整基金＞
　経済状況の変動などによる年度間の財源調整を行うために積み立てられている基金です。

＜減債基金＞
　市債の償還を計画的に行うために積み立てられている基金です。

＜特定目的基金＞
　条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、もしくは定
額の資金を運用するために設けられる資金または財産です。
　具体的には、庁舎などの建設のための基金、社会福祉の充実のための基金、災害対策の
ための基金などがあります。
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【平成20年度　標準財政規模に対する基金現在高の割合】
（府内14市および類団平均との比較）

【平成20年度　標準財政規模に対する財政調整基金現在高の割合】
（府内14市および類団平均との比較）

す。本市の歳入全体に占める自主財源の割合は概ね60％前後で推移しています。

　標準財政規模に対する財政調整基金現在高の割合が高ければ、経済状況の変化などに
対する対応力があるといえます。本市は、府内14市と比較すると6番目に低い水準となります。
厳しい財政状況の中ですが、基金の取崩しに頼らない財政運営が必要です。

標準財政規模…地方公共団体が標準的な状態のとき、通常収入されるであろう経常的一般財源の規模
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6 義務的経費（人件費・扶助費・公債費）

　平成21年度の義務的経費決算額は、前年度比1.8％増の30,415百万円となった

　義務的経費の歳出全体に占める割合は前年度と比較して3.9ポイント減少し、51.9％と
なった（20年度：55.8％、21年度：51.9％）

■ 歳出全体に占める義務的経費の推移 ■

＜義務的経費＞
　義務的経費は職員給などの人件費、生活保護や高齢者、障害福祉等の扶助費、市債の
元利償還金などの公債費からなっており、支出が義務付けられ、任意に削減できない硬直
性の強い経費です。

【歳出全体に占める義務的経費の割合の推移】（府内14市平均および類団平均との比較）

　歳出全体に占める義務的経費の割合は、前年度と比較して3.9ポイント減少し、51.9％となり
ました。府内14市平均および類団平均と比べると、依然として高い水準となっており、今後も
注意が必要です。

(1)

(2)
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2,894 3,653

5,711

15,624 16,977 17,204
19,264 18,990

19,157
19,119 18,321

22,512

9,420 8,309 5,337 5,381

20,137

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

（百万円） 義務的経費 投資的経費 その他

50.6%
51.0%

50.6%

49.2%

52.0%

54.5%
55.4%

54.7% 55.8%

51.9%

46.3%

46.2%

47.4% 48.8%
50.9%

50.6%
51.5%

52.0%
50.7%

45.6%

44.8%

47.2%

48.6%
49.4%

48.2%
48.8%

50.5% 50.5%

40.0%

44.0%

48.0%

52.0%

56.0%

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

宇治市 類団平均 府内14市平均

50,736

58,638

53,593

- 15 -



【平成20年度　歳出全体に占める義務的経費の割合】
（府内14市および類団平均との比較）

■ 義務的経費（人件費・扶助費・公債費別）の推移 ■

す。本市の歳入全体に占める自主財源の割合は概ね60％前後で推移しています。

　人件費は前年度から2.2％減少し、13,221百万円となりました。

　扶助費は平成12年度以降、一貫して増加しつづけており、平成21年度決算では前年度
より6.2％増加し、12,035百万円となりました。

　公債費は前年度から2.2％増加し、5,159百万円となり、今後も5,000百万円を超える水準
で推移する見込みとなっています。
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【平成20年度　歳出全体に占める人件費の割合】（府内14市および類団平均との比較）

【平成20年度　歳出全体に占める扶助費の割合】（府内14市および類団平均との比較）

【平成20年度　歳出全体に占める公債費の割合】（府内14市および類団平均との比較）
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■ 人件費と物件費のうち賃金の合計の推移 ■

　物件費のうち賃金は平成12年度以降、増加しており、平成21年度決算では前年度より10.9％
増加し、844百万円となりました。

【市民1人あたりの人件費と物件費のうち賃金の合計の推移】
（府内14市平均および類団平均との比較）

　※　平成12～15年度の類似団体における物件費のうち賃金は、経常経費分のみとなっています
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【市民1人あたりの退職金を除く人件費と物件費のうち賃金の合計の推移】
（府内14市平均および類団平均との比較）

【市民1人あたりの退職金を除く人件費の推移】
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7 扶助費の分析

　扶助費は平成12年度以降、一貫して増加し続けており、平成21年度は前年度比6.2％増の
12,035百万円となり、初めて12,000百万円を超えた

■ 歳出と扶助費の推移 ■

  扶助費の決算額は、前年度から6.2％増の12,035百万円となりましたが、歳出全体に占める
扶助費の割合は前年度から0.6ポイント減少し、20.5％となりました。
　扶助費は、平成12年度以降一貫して増加し続けており、財政を硬直化させる大きな要因の
ひとつとなっています。

＜扶助費＞
　社会保障制度の一環として、各種の法令（生活保護法、児童福祉法、老人福祉法など）や
市独自の制度に基づいて、障害者、高齢者、児童などへの福祉サービスの提供に直接必要
な経費です。

6,724 7,261 7,630 8,536 9,480 9,798 12,03511,32910,77810,161
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43,470

45,926
43,712

40,867 40,999
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■ 扶助費と国保特会・老健特会・介護特会・後期高齢特会繰出金の合計の推移 ■

　平成12年度の8,411百万円に対し、平成21年度は1.8倍の15,391百万円となりました。

■ 扶助費（目的別）の推移 ■

 　社会福祉費は、福祉医療費支給費、障害者自立支援事業費などの障害福祉などのための
経費であり、前年度より14.8％増加し、2,654百万円となりました。

 　老人福祉費は、重度心身障害老人健康管理費、老人医療費支給費などの高齢者福祉のため
の経費であり、前年度より6.6％増加し、634百万円となりました。

　児童福祉費は、保育所運営費、児童手当費、児童扶養手当費などの児童福祉のための経費
であり、前年度より1.3％増加し、4,607百万円となりました。

　生活保護費は、医療扶助費、生活扶助費、住宅扶助費などの生活保護のための経費であり、
前年度より7.0％増加し、4,001百万円となりました。

1,270 1,361 1,501 1,512 1,772 1,701 2,017 2,312 2,654
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3,516 3,723 4,150

4,376
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■ 扶助費に占める各目的内訳の割合の推移 ■

　扶助費のうち障害福祉などのための社会福祉費の割合は、前年度から1.7ポイント上昇し、
22.1％となりました。

【平成20年度　扶助費に占める各目的内訳の割合】
（府内14市平均および類団平均との比較）

　扶助費に占める各目的内訳の割合を、府内14市平均と比較すると、生活保護費の割
合が高くなっており、類団平均と比較すると、老人福祉費の割合が高くなっていることが
わかります。

18.9% 18.7% 19.7% 17.7% 17.5% 18.1% 16.7% 18.7% 20.4% 22.1%
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児童福祉費

■ 児童福祉費および0歳～12歳の人口の推移　■

　0歳～12歳の人口は、平成21年度には平成12年度の23,955人より79人少ない23,876人と
なりましたが、平成21年度の児童福祉費は平成12年度の1.9倍の4,607百万円となりました。

生活保護費

■ 生活保護費および生活保護人員の推移 ■

　生活保護人員は増加し続けており、平成21年度は2,686人となりました（平成12年度の1.6
倍）。
　生活扶助一般基準の改定をはじめ、老齢加算額の段階的廃止などの減少要因がある中、
生活保護人員数は増加しつづけており、扶助費に係る生活保護費は前年度から7.0％増と
なり、4,000百万円を超えました。

4,6074,5474,3764,1503,7233,5163,1942,7652,5612,366

23,876

24,015

24,206

23,986

23,847
23,913

23,74923,718

23,818

23,955

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度　
(人口：各年度10月1日値)

（百万円）

23,000

23,500

24,000

24,500

〈
0
歳
〜
1
2
歳
の
人
口

〉

児童福祉費 0歳～12歳の人口

2,580 2,807 2,825 3,255 3,664 4,0013,614 3,7393,6603,627

2,127

2,686

1,887

2,5322,516
2,461

2,386
2,290

1,792

1,647

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

(生活保護人員：年間平均値)

（百万円）

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

<

生
活
保
護
人
員

>

生活保護費 生活保護人員

（人）

（人）

- 23 -



【平成20年度　歳出全体に占める扶助費の割合】
（府内14市および類団平均との比較）

【平成20年度　歳出全体に占める老人福祉費の割合】
（府内14市および類団平均との比較）
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【平成20年度　歳出全体に占める児童福祉費の割合】
（府内14市および類団平均との比較）

【平成20年度　歳出全体に占める生活保護費の割合】
（府内14市および類団平均との比較）

　歳出全体に占める老人福祉費・児童福祉費・生活保護費の割合を、府内14市などと比較すると
　すべて高い水準となっており、今後も扶助費のあり方を検討していく必要があると考えられます。
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＜扶助費と民生費＞
　扶助費は、社会保障制度の一環として、各種法令や市独自の制度に基づいて行う福祉サー
ビスの提供に直接必要な経費です。
　民生費は、行政の目的別に分類した経費であり、社会福祉の充実を目的に使われた経費で、
先ほどの扶助費だけではなく、人件費や、保育所、地域福祉センターなどの福祉施設の整備
や運営などの経費も含まれています。

■ 平成21年度民生費に占める扶助費の割合 ■

■ 民生費（目的別）の推移 ■

■ 民生費（目的別）に占める内訳の割合の推移 ■

（20,114 百万円）
民生費
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8 健全化判断比率（平成20年度）

　実質赤字比率と連結実質赤字比率は、黒字のため算定されなかった

　実質公債費比率については、4.5％となった

　将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回り、算定されなかった

■ 健全化判断比率の対象となる会計の範囲 ■

＜実質赤字比率＞
　一般会計等が黒字か赤字かを判断する指標です（一般会計等の赤字の標準財政規模に
対する比率）。

＜連結実質赤字比率＞
　一般会計だけでなく、国民健康保険や下水道、水道事業などすべての特別会計を対象と
して赤字を判断する指標です（全会計の赤字の標準財政規模に対する比率）。

＜実質公債費比率＞
　市債の元利償還等の一般会計に対する負担を判断する指標です（一般会計等が、負担
しなければならない元利償還金等の標準財政規模に対する比率）。

＜将来負担比率＞
　一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の一般会計等に対する負担を判断する指標
です（一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率）。

＜早期健全化基準と財政再生基準＞
　地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、
当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、「財政健全化計画」を定めなければ
なりません。
　また、再生判断比率（健全化判断比率のうちの将来負担比率を除いた3つの指標）のいず
れかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日まで
に、「財政再生計画」を定めなければなりません。
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　平成20年度の宇治市の早期健全化基準は11.65％となりましたが、黒字のため、実質
赤字比率は算定されませんでした。
　財政再生基準は、20％となっており、早期健全化基準は、市町村の財政規模に応じ
11.25％～15％となっています。

　平成20年度の宇治市の早期健全化基準は16.65％となりましたが、黒字のため、連結
実質赤字比率は算定されませんでした。
　財政再生基準は、30％となっており、早期健全化基準は、市町村の財政規模に応じ
16.25％～20％となっています。
　なお、連結実質赤字比率の財政再生基準については、平成21年度からの3年間は市
町村は40％～35％の経過的な基準が適用されます。

【平成20年度　実質赤字比率】（府内14市および類団平均との比較）
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【平成20年度　連結実質赤字比率】(府内14市および類団平均との比較)
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　平成20年度の宇治市の実質公債費比率は4.5％となりました。
　財政再生基準は、35％となっており、早期健全化基準については、25％となっています。

　平成20年度の宇治市の将来負担比率は充当可能財源等が将来負担額を上回り、算定
されませんでした。
　早期健全化基準は、350％となっています。
　なお、将来負担比率には、財政再生基準の設定はありません。

【平成20年度　実質公債費比率】（府内14市および類団平均との比較）
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【平成20年度　将来負担比率】（府内14市および類団平均との比較）

92.7
109.0

274.5

170.9

124.2

21.1 21.6

69.6

198.5

80.9
55.3

186.0
172.5

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

宇
治
市

福
知
山
市

舞
鶴
市

綾
部
市

宮
津
市

亀
岡
市

城
陽
市

向
日
市

長
岡
京
市

八
幡
市

京
田
辺
市

京
丹
後
市

南
丹
市

木
津
川
市

類
団
平
均

将来負担比率 早期健全化基準

- 29 -



- 30 - 

 

健全化判断比率等の速報値について（平成 21 年度決算） 

 

 

１．健全化判断比率 

健全化判断比率 
本市    

数値 

早期健全

化基準 

財政再生

基準 
説明 

実質赤字比率 － 11.66% 20.00% 
一般会計等が黒字か赤字を判断する指標（一般

会計等の赤字の標準財政規模に対する比率） 

連結実質赤字比率 － 16.66% 40.00% 

一般会計だけでなく、国民健康保険や下水道、

水道事業などすべての特別会計を対象として、

赤字を判断する指標 

（全会計の赤字の標準財政規模に対する比率） 

実質公債費比率 5.0% 25.00% 35.00% 

市債の元利償還等の一般会計等に対する負担を

判断する指標（一般会計等が、負担しなければ

ならない元利償還金等の標準財政規模に対する

比率） 

将来負担比率 － 350.00%   

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の一

般会計等に対する負担を判断する指標（一般会

計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政

規模に対する比率） 

※ 実質赤字比率と連結実質赤字比率は、黒字のため「－」で表示している。 

※ 将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回り、算定されなかったため「－」で 

表示している。 

※ 連結実質赤字比率の財政再生基準については、平成 21 年度からの 3 年間は、市町村は 40％

～35％の経過的な基準が適用される。 

 

２．資金不足比率 

特別会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

水道事業会計 － 20.00% 

簡易水道事業特別会計 － 20.00% 

公共下水道事業特別会計 － 20.00% 

※ 資金不足比率は、各会計で不足額が生じていないため「－」で表示している。 

 



普通会計の歳入・歳出決算額を１/１００００にして、一般家庭に例えると・・・

万円 【前年度比 54 万円増】

【前年度比 46 万円増】

【前年度比 1 万円減】

【前年度比 3 万円増】

【前年度比 同額】

【前年度比 7 万円増】

【前年度比 1 万円減】

万円 【前年度比 50 万円増】

【前年度比 31 万円増】

【前年度比 6 万円増】

【前年度比 4 万円増】

【前年度比 1 万円増】

【前年度比 3 万円増】

【前年度比 5 万円増】

【前年度比 同額】

【前年度比 8 万円減】

【前年度比 9 万円減】

前年度からの繰越金

親からの仕送り

家・車購入のため

生活資金のため

万円

503

14

38

14

21

7

万円

万円

万円

借り入れ

宇 治 市 の 家 計 簿

万円

597収　入

市の基本的な収入となる市税や譲与税・交付金、使用
料、手数料、国府支出金などです。

基金からの取崩し額です。万円

給与などの収入

預貯金の引き出し

一定の方法により算出した額で、歳入が歳出より少ない
ために国から交付される地方交付税です。

道路や河川の整備、市営住宅、小学校大規模改修など
の費用の借金です。

国の財政危機・減税施策のための借金です。国が配分す
る地方交付税の資金がないため、不足分を国と市で半分
ずつ借金している形となっています。

支　出 586

生活費など

子どもの教育費など

保険料・下水道費用

預貯金の積立

家や車の購入

貸付金など

ローンの返済

268万円 光熱水費をはじめ、人件費や扶助費、維持補修費などで
す。

118万円 教育費と民生費のうちの児童福祉費です。

62万円 一般会計から特別会計（国民健康保険・老人保健・介護
保険・公共下水道など）への繰出金です。

5万円 基金への積立額です。

57万円 道路や河川の整備、市営住宅、小学校大規模改修など
の費用です。

25万円 貸し付け事業（宇治市低利融資事業、土地開発公社への
貸付金など）の費用です。毎年度末には返還されます。

51万円 これまで借金した分の元利金払いです。

預 貯 金 と 借 金 の 状 況

預貯金残高

借金残高

113万円

385万円

平成21年度末の基金の現在高です。

平成21年度末の市債現在高です（利息は含みません）。
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